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歳入予算の概要 

【後期高齢者医療特別会計】 

 

款１                       後期高齢者医療保険料 項１ 後期高齢者医療保険料 目１ 特別徴収保険料 節１ 現年度分 細節 現年度分 

平成29年度当初予算額 ８３６，２８０千円 平成 28年度当初予算額 ７８６，８８４千円 平成 27年度決算額 ７０２，１６５千円 

概要 

埼玉県後期高齢者医療広域連合が算定した保険料のうち、年金から差し引く特別徴収で徴収する保険料です。 

 

 

 

担当課 
国保医療課 

（旧：高齢者福祉課） 

 

 

款１                       後期高齢者医療保険料 項１ 後期高齢者医療保険料 目２ 普通徴収保険料 節１ 現年度分 細節 現年度分 

平成29年度当初予算額 ４６０，９９９千円 平成 28年度当初予算額 ４７２，６３８千円 平成 27年度決算額 ４６８，３１３千円 

概要 

埼玉県後期高齢者医療広域連合が算定した保険料のうち、金融機関等で直接または口座振替による普通徴収で徴収する保

険料です。 

 

 

担当課 
国保医療課 

（旧：高齢者福祉課） 

 

 

款１                       後期高齢者医療保険料 項１ 後期高齢者医療保険料 目２ 普通徴収保険料 節２ 滞納繰越分 細節 滞納繰越分 

平成29年度当初予算額 ６，３００千円 平成 28年度当初予算額 ６，０００千円 平成 27年度決算額 ７，３００千円 

概要 

滞納繰越分の保険料です。 

 

 

 

担当課 
国保医療課 

（旧：高齢者福祉課） 
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款３                       繰入金 項１ 一般会計繰入金 目１ 事務費繰入金 節１ 事務費繰入金 細節 事務費繰入金 

平成29年度当初予算額 ６１，４４７千円 平成 28年度当初予算額 ５８，７９２千円 平成 27年度決算額 ６１，９２５千円 

概要 

埼玉県後期高齢者医療広域連合の運営に係る事務経費と市が行う事務経費を一般会計から繰り入れるものです。 

・共通事務経費（埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務費を均等割、人口割、高齢者人口割で算出したもの） 

３４，０７４千円 

・市事務費 ２７，３７３千円 

担当課 
国保医療課 

（旧：高齢者福祉課） 

 

 

款３                       繰入金 項１ 一般会計繰入金 目２ 保険基盤安定繰入金 節１ 保険基盤安定繰入金 細節 保険基盤安定繰入金 

平成29年度当初予算額 ２２４，２８０千円 平成 28年度当初予算額 ２１６，２３９千円 平成 27年度決算額 ２０１，６３４千円 

概要 

所得の少ない世帯に属する被保険者の後期高齢者医療保険料の軽減分を一般会計から繰り入れるものです。 

 

 

 

担当課 
国保医療課 

（旧：高齢者福祉課） 
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事業概要

調書

（　）内は前年度分 伸　率 (　)内は旧担当課名 ﾍﾟｰｼﾞ

１総務費 25,877 5.0%

24,643)(            

２後期高齢者医療 1,562,033 3.1% 広域連合納付金 1,562,033 国保医療課(高齢者福祉課) 243

　広域連合納付金 1,514,514)(         

３諸支出金 3,240 5.9%

3,060)(             

４予備費 1,500 0.0%

1,500)(             

平成２９年度　掲載事業一覧（後期高齢者医療特別会計）

（単位：千円）

款
総　予　算　額

事業費
対前年度比 主　な　事　業　内　容

◎印は新規事業

担当課
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事業概要調書 

【後期高齢者医療特別会計】     健康推進部 国保医療課（旧：高齢者福祉課）               

 

款 ２ 項 １ 目 １ 後期高齢者医療広域連合納付金 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

 

事 業 名 広域連合納付金 

平成 29年度当初予算 
事業費総額 

１，５６２，０３３千円 

平成 28年度当初予算 
事業費総額 

１，５１４，５１４千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

平成 27年度決算 
事業費総額 

１，４０８，３４０千円 01 

 

 

03 

 

05 

後期高齢者

医療保険料 

 

繰入金 

 

諸収入 

現年度分（特別徴収） 

現年度分（普通徴収） 

滞納繰越分（普通徴収） 

事務費繰入金 

保険基盤安定繰入金 

延滞金 

836,280 

460,999 

6,300 

34,074 

224,280 

100 

根 拠 法 令 等 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

市で徴収した保険料等および埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務費的経費の

入間市負担分を納付するものです。 

・保険料納付金（特別徴収、普通徴収・現年度分、普通徴収・滞納繰越分、延滞金） 

・保険基盤安定負担金（保険料均等割の軽減を行った方に対する県、市を合わせた

負担金） 

・事務費負担金（埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務費を均等割、人口割等で算

出したもの） 

 

 

 

 

 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約に基づくものであり、他の自治体も同様で

す。 

 

 

計 1,562,033 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

19 01 負担金 1,562,033 

計 1,562,033 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

なし 


